
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．抗体検査対象者 

  検査日時点で北竜町に住民登録がある、 

  昭和 37年（1962 年）4月 2日～昭和 54年（1979 年）4月 1日生まれの男性 

※過去に風しんにかかったことがある方や風しん抗体検査を受けた方でも希望する場合は抗体検査 

を受けることができます。 

※平成 26 年 4 月 1 日以降に抗体検査を受け、抗体陰性の記録をお持ちの方は、抗体検査を受けず 

に風しんの定期接種（MR ワクチン）を受けてください。 

 

２．抗体検査・予防接種までの流れ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北竜町 風しん抗体検査・予防接種のお知らせ 

※予防接種対象の方へ 
 

・事前に医療機関にワクチンの保
有状況等をご確認ください。 

 
・37.5 度以上の発熱や、体調の
悪い時は接種できません。 

・麻しん風しん混合ワクチン
（MR ワクチン）接種後は、異な
る予防接種を受けるまでに４週間
以上の間隔が必要です。 

裏面もご覧ください  

風しん抗体検査を受けていない方へ 

平成 31年 4月より、該当する男性に風しんの抗体検査と予防接種を実施していますが、抗体

検査をまだ受けていない方に、再度クーポン券を送付します。 

無料で抗体検査・予防接種が受けられるのは、令和６年度が最終となります。この機会に抗体検

査を受けましょう。 

古いクーポン券がある場合は破棄し、今回送付したクーポン券を使用して検査を受けて下さい。    

すでに検査がお済みの方は行き違いですのでご容赦願います。 

 ▶ 対象者の方には、お届けするクーポン券を利用して、まず抗体検査を受けていただき、抗体検

査の結果、十分な量の抗体がない方は、予防接種の対象となります。 



３．クーポン券の有効期間 

風しん抗体検査：令和７年２月２８日まで有効 

   風しん予防接種：令和７年３月３１日まで有効 
 

 

４．検査・予防接種費用 
無 料  
※クーポン券を忘れた場合には全額自己負担となります。クーポン券を必ずご持参ください。 

 

５．抗体検査・予防接種実施機関 
本事業に参加している全国の医療機関・健診機関で受けられます。 

※北空知管内の実施医療機関は、別紙案内をご覧ください。 

 

・医療機関は厚生労働省ホームページをご参照ください。または役場保健指導係にご確認ください。 

・医療機関により、予約の有無など取扱いが異なりますので、事前に受診予定の医療機関にお問い合

せください。   

 
６．検査・接種の際に持参する物         
 

［抗体検査］                 

・クーポン券 

・風しんの抗体検査受診票 

・本人確認書類 

（免許証、マイナンバーカードなど住所がわかるもの） 

・健康保険証 

 

［予防接種］ 

・クーポン券 

・風しん抗体検査の結果がわかる書類 

 （風しん抗体検査受診票の本人控え等） 

・風しんの第 5 期の定期予防接種予診票 

・本人確認書類 

（免許証、マイナンバーカードなど住所がわかるもの） 

 ・健康保険証  

 
 
７．北竜町から転出された場合 
   北竜町のクーポン券は使用できませんので、転出先の市町村に新しいクーポン券の発行を依頼し

てください。 

 
 
 
 
 

［問い合わせ先］ 北竜町役場 住民課 保健指導係 34-7031 
 
 

 


